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要約  

大学の教養教育科目「食生活論」において食の安全性に関する問題を取り上げ、食品安全基本法の理念  

やリスク評価について理解するとともに、行政やマスメディアなどの情報を受信して自身の知識や考えを  

整理し、専門家の講義や学生どうしでの意見交換を通して思考を吟味していく授業を実施した。授業中に  

行った質問紙調査やワークシートの記述内容の分析及び学生による授業評価アンケートから以下の結果を  

得た。   

受講学生はマスメディアを通して多様な食の安全に関する問題に関心を持っており、本授業を通して食  

品の安全性に関する考え方と基本的な知識を得ることができた。書籍やインターネットによる調べ学習、  

横浜検疫所の見学、課題レポートの作成・発表などの体験的な学習が知識理解と思考を深めた。学生によ  

る授業評価アンケートでは、「授業のため時間外学修」「授業内容の理解」「考え方・知識・技術などの向上」  

「この授業に関する分野への興味や関心の喚起」について高い評価が得られ、いろいろな人との意見交換、  

実際の商品を題材にしたこと、専門家の講義を聞けたことなどが良かったと評価された。これらの結果に  

基づき、リスクコミュニケーションのあり方について考察した。   

1． はじめに  

食品の安全性に関する問題は、従来からマスコミなどで取り上げられ議論されてきたが、平成8年に起   

きた腸管出血性大腸菌0－157による食中毒事件、平成12年の黄色ブドウ球菌汚染による牛乳の食中毒事件、   

平成13年にはわが国で初めてのBSE牛が確認され、さらにその後、食品偽装事件などが相次いで発覚し   

たことによって、食品そのものへの不安や食品企業に対する不信感が募った1）。こうした状況の中で、   

平成15年に食品安全基本法の制定、食品安全委員会の設置、農林水産省及び厚生労働省の組織再編等が   

実施された2）。  

食品安全基本法では、基本理念として、国民の健康の保護がもっとも重要であること、最終的に消費   

される食品の安全性を確保するだけではなく、一次生産にさかのぼって食品の生産行程の各段階で適切   

な対応が講じられるようにすること、食品を通じた健康への影響の科学的評価（リスク評価）を中心と   

する科学的手法（リスクアナリシス）によることの三点が明確にされ、行政、生産者、事業者、消費者   

の責務・役割が示されている。消費者には、食品の安全性の確保に関する知識と理解をもち、食品安全   

行政に意見を表明すること、行政、生産者、事業者、消費者のリスクコミュニケーション（情報の提供・   

意見交換）に積極的な役割を果たすことなどが期待されている3，4）。また、リスクコミュニケーション   

の一環として、食品の安全性に関する教育・学習の振興と広報活動の充実（食育）が求められ、行政に   
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よる資料配付、ホームページの充実、講演会暮シンポジウムの開催などの広報活動が活発に行われるよ   

うになってきている5）。   

学校における食品の安全性に関する教育は、従来より、小・中・高等学校の家庭科等の教科や総合的   

な学習の時間で取り上げる例がみられる6・7）が、今後はさらに、食品安全基本法の理念や行改の取り組   

み、食品の安全性に関するリスク評価の考え方を理解し、リスクコミュニケーションの充実に向けた学   

習のあり方を、児童生徒の発達段階に応じて開発していく必要がある。   

大学教育においては一部の専門の授業科目として食品の安全性に関する講義・実習が開講されている   

現状であるが、食の安全性に関わる問題が社会的に大きな関心を集め、消費者のリスクコミュニケーシ   

ョン参加が重要と考えられることから、今後は積極的に教養教育科目としても取り上げ、学習の機会を   

増やす必要があると考える。そこで、本学学生の教養教育科目として、食の安全性に関するリスクアナ  

リシスの考え方やリスク評価の実際について理解し、リスクコミュニケーションのあり方を考えさせる   

授業を計画・実施し、受講学生の食品の安全に関する意識とその変化について調査・分析を行った。   

2．授業の概要  

「食生活論」の授業は、本学の主題別教養教育科目として、平成17年度後期及び平成18年度後期に実   

施した。受講希望学生数が多かったため授業開始前に大学学生課による受講人数調整を行い、受講生を   

各60人とした。平成17年度は受講学生の男女比に大きな偏りがおきたことから、平成18年度には男女同   

数となるように調整を行った。学期末に単位を取得した学生数は、履修登録期間中に登録しなかった学   

生や途中放棄した学生を除き、平成17年度41名（男子38名、女子3名）、平成18年度50名（男子28名、女   

子22名）であった。受講学生の所属学部は全学部（工学部、教育人間科学部、経済学部、経営学部）に   

わたっていた。   

授業概要（シラバス）に記載した授業のねらい・目的、授業方法、履修目標及び授業概要は以下のと   

おりである。授業担当者は金子佳代子であり、全14回の授業のうち3回については酉島基弘がゲストテ   

ィーチヤーとして講義を行った。西島は元東京都立衛生研究所部長であり、わが国の食の安全に関する   

科学ベースのリスク評価及び政策ベースのリスク管理の専門家である。講義では、わが国における食品   

の安全性に関わる問題の歴史的経緯、食品添加物及び農薬の安全性評価の考え方や方法等について具体   

的な事例を紹介しながら説明が行われた。  

なお、授業では「食の安全」と「食品の安全（性）」の用語を厳密に区別せずに使用している。食品安   

全基本法では、食品が原因となって起きる健康障害の問題を対象として、「食品の安全」を議論している。   

そのため、本授業でも食品安全基本法に基づいて論じる場合には「食品の安全」の用語を使用した。そ   

れ以外の、例えば食の安全を確保するシステムなども含めて論じる場合には「食の安全」の語を使用し   

ている8）。  

【授業のねらい・目的】 講義では、昨今話題の多い「食の安全」について取り上げ、BSE問題や農薬、   

食品添加物などの安全性についての考え方や食品の安全性評価（リスク分析）の方法と実際を学び、リ   

スクコミュニケーションのあり方を考える。  

【授業方法】 講師による一方的な講義ではなく、双方向的な授業、参加型の授業を意図している。各回   

の講義時に意見や感想を提出するほか、グループ討議と発表を行い、それをまとめて小レポートとして   

提出してもらう。また、各自がテーマを設定して見学・調査等（見にいく、調べる）を行い、課題レポ   

ートをまとめ、発表と相互評価を行う。  

【履修目標】（1）食の安全性に関する問題の現状と課題を理解する。（2）食品の安全性評価の方法について   

説明できる。（3）食の安全性をめぐるリスクコミュニケーションのあり方を考える。  

【授業概要】全14回の授業概要は以下のとおりである。   

第1回 ガイダンス   
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第2回「食の安全」とは何か？  

食品の安全性評価とリスクアナリシス、食品安全基本法、食品衛生法及び食品衛生に関わる  

行政システム、食品の品質の構成要素   

第3回 参考書「安心して食べたい！一食品添加物の常識・非常識－」（西島基弘著）9）を読む、又は  

食の安全に関する、食品安全委員会、自治体等のホームページを閲覧して小レポートを作成   

第4回 食品の表示を読む  

食品の安全性に関連する表示とその見方について講義の後、グループで実際の容器包装を見  

ながら確認し、気付いたことを発表し合う   

第5回 食品の安全性に関する問題の現状（西島講義）  

食品の異物混入、寄生虫、細菌性食中毒、BSE、残留農薬等の問題。タバコ、食品添加物、  

放射線、農薬の発がん性について。食品は多種類の成分から成っていること、毒性のある成分  

であっても微量であれば健康上の問題は起こらない。安全性を考えるには量が重要である。   

第6回 食品添加物はなぜ嫌われるのか（西島講義）  

食品に添加された化学物質の事例。食品添加物に関する規制の経緯、食品添加物の種類、安  

全性評価の方法等。   

第7回 農薬は必要か（西島講義）  

農産物の病害虫被害と農薬。輸入食品と農薬。カビ毒（アフラトキシン）による事故例。農  

薬の種類とポジティブリスト制度。   

第8回 リスクコミュニケーションのあり方について  

リスクアナリシスとリスクコミュニケーションについて。マスメディアによる情報や教育の  

影響。トレーサビリティシステム。   

第9回 課題レポートのテーマ設定、調査等の計画作成（各自）   

第10回 課題レポートのための調査等実施  

横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター見学及びセンター職員による輸入食品の検査体制に  

関する講義   

第11回 課題レポートのための調査等まとめ（各自）   

第12回 課題レポートの発表と相互評価（各グループ）   

第13回 課題レポートの発表と相互評価（全体）   

第14回 まとめの講義   

3．調査方法  

第1回めの授業時に、食の安全等に関する関心や意識について質問紙による調査を行った。また、第14  

回めの授業時にも食の安全等に関する意識について調査を行い、授業前後の比較を行った。第2回～第8  

回めの授業においては、毎回ワークシートによる授業の振り返りとして授業の感想や授業内容に関連した  

事柄について各自の考えを記載してもらい、これらを解析した。   

4．結 果   

（1）食の安全性についてどのような問題に関心をもっているか   

食の安全性についてどのような問題に関心をもっているか、授業開始時に調査した結果を表1にまとめ  

た。平成17年度、第一位に挙げられていたのは「ダイオキシン」（25．5％）「BSE」（23．5％）が多くi、次に  
ノ  

「食品添加物」（17．6％）「食中毒（0－157を含む）」（15．7％）であった。平成18年度は、「食品添加物」（32．7％）  

がもっとも多く、次いで「食中毒（0－157を含む）」（16．4％）「遺伝子組換え食品」（16．4％）「BSE」（16．4％）  

であった。   
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「ダイオキシン」については、平成11年に埼玉県所沢産の野菜に基準を越える濃度が検出されたとして  

大きなニュースとなり、「BSE」は平成13年に国内で初めてBSI∃感染牛が発見され、いずれもその後繰り  

返しニュースなどで報じられたものである。腸管出血性大腸菌0－157による食中毒は平成8年に大問題とな  

り、その後もノロウイルスなどによる食中毒事例が毎年報じられている。 「遺伝子組換え食品」については、  

平成13年前後に表示の義務化を巡って社会的な論争が起き、マスメディアでも取り上げられた。   

したがって、本授業の受講学生は小学生から中学生の時期にこれらの食品安全性に関する話題を見聞し、記  

憶に残っていたものと思われる。また、「食品添加物」については中・高等学校家庭科の教科書に掲載され10）、  

中・高・大学生を対象とした調査においても印象に残りやすい学習内容であると報告されている11・12）ことか  

ら、マスメディア等からの情報のみでなく、学校の授業からもある程度の知識を得ていたと思われる。  

表1「食の安全性」問題に関心を持つ順番  

平成17年度  平成18年度  

1位  2位  3位  1位  2位  3位  

残留農薬  5．9％  37．3％  

食品添加物（合成保存料、合成着色料）  け6％   13．7％  

11．8％  

13．7％  

13．7％  

19．6％  

1了．6％  

23．5％  

0．0％  

9．1％   37．3％   23．6％  

32．7％  13．7％  18．2％  

16．4％  17．6％  18．2％  

16．4％  13．7％  12．7％  

3．6％  7．8％  9．1％  

16．4％  9．8％  12．7％  

5．5％  0．0％  5．5％  

食中毒（○－157を含む）  

遺伝子組換え食品  

ダイオキシン  

B S E  

その他  

15．7％  17．6％  

9．8％  13．7％  

23．5％  7．8％  

25．5％  9．8％  

2．0％  0．0％  

（2）第2回～第5回授業後における食品の安全性に関する認識の変化   

第2回～第5回の授業では、学生は、食品の安全性評価とリスクアナリシスの概要及び食品の安全性にか  

かわる表示について講義を聴き、食品の安全性に関する参考書を読んだりインターネットで食の安全性に関する  

情報を閲覧してグループワークによる情報交換を行い、その後に、食品の安全性に関する問題の現状について講  

義（西島）を受けた。   

この授業後のワークシートに記述された内容をみると、「授業で印象に残ったこと」は平成17年度・18年度ともに、  

「ダイオキシン問題の経緯について」「BSE問題について」「遺伝子組換え食品について」「絶対安全な食品は無い、  

全く無毒のものも無い、毒物も微量であれば恐くない」「食品はいろいろな成分のかたまりである」「食品の安全性を  

評価する時は有毒物の量に注目すること」「食品の安全性に関する情報は新聞・TV等のメディアの影響を受けや  

すい」などであった。また、授業を受講する以前と比べて「食の安全性について知りたい問題・疑問が変わった」人  

は、平成17年度63％、平成18年度56％であり、食品添加物や農薬の安全性について等、知りたい内容が具体的  

に記述されていた。  

（3）食品添加物、農薬の安全性に関する意識の変化   

第6回めの授業では食品添加物の種類、歴史的経緯、  

安全性、使用基準等について講義（西島）が行われ、  

授業後のワークシートで、食品添加物及び農薬につい  

て、①もっているイメージ（中央を「どちらとも言え  

ない」とし、「よい」から「悪い」まで7段階のスケ  

ール上のもっとも当てはまる位置に○をつける）②そ  

の理由（自由記述）③それはどこで知ったか（自由記  

述）を答えてもらった。農薬については次回の授業で  

取り上げることになっており、この日のワークシート  

で授業前の認識を把握し、第7回目の授業後に記述さ  

れた感想から授業前後の認識の変化を解析した。   
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食品添加物に対するイメージは、図1のように、平成17年度は「どちらとも言えない」とした人が47．5％  

ともっとも多く、「よい」方のイメージの人が32．5％、「悪い」方のイメージの人が20％であった。平成18  

年度は「どちらとも言えない」が14．7％であり、「よい」方のイメージの人が41．2％、「悪い」方のイメー  

ジの人が44．1％であった。   

②その理由について自由記述された内容を分類整理し、食品添加物に対するイメージの回答によりグル  

ーピングして集計した（表2）。食品添加物に対するイメージを「よい」または「どちらとも言えない」と  

答えた人では「現代の食生活において必要なものであるから」「∵添加された量によって判断されるから」  

「授業で添加物について知ったから」「安全または悪いものでないと分かったから」などがあげられ、「悪  

い」イメージをもっている人では「体に悪い影響があるし、取りすぎると健康に悪いから」「よくないとい  

う話を聞いたから」「どうしてもよいイメージをもつことができない 」などの回答がみられた。  

表2 「食品添加物のイメージ」の理由（人数）  

平成18年度   平成17年度   

よい  どちらとも言えない  悪い  

（①②③）  （④）  （⑤⑥⑦）  

よい  どちらとも言えない  悪い  

（①調）  （④）  （⑤⑥⑦）  

食品添加物は現代の食生活におい  
て必要なものであるから  

添加された添加物の量によって判  
断されるから  

安全または悪いものではないと分  
かったから  

食品添加物に対して厳正な検査を  
行っているから  

授業で食品添加物について知った  
から   

マスコミの過剰反応   

食品添加物が以前より改善された  
から  

体に悪し＼影響があるし、取りすぎる  
と健康に悪いから  

化学物質であるし、毒性が含まれて  
いるから   

よくないという話を聞いたから   

必要がないのに見かけやごまかし  
をしている  

どうしてもよいイメージをもつこ  
とができない   

食品添加物に気にしてないから   

食品添加物について詳しく分から  
ないから  

了  2  

1  

5  4  2  

3  1  

6  

5  

1  1  1  

4  

1  

6  2  

4  3  

2  

1  

1  2  

1  

1  

2  

1  

1  

3  

1  

1  

2  

3  

1  

表3 「食品添加物のイメージ」はどこで知りましたか（人数）  

平成17年度  平成18年度   

よい  どちらとも言えない  悪い  よい  どちらとも言えない  悪い  

（①33）  （④）  （⑤郎））  （①②③）  （④）  （⑤⑥⑦）  

13  4  1  

4  2  1  

1  13  

3   

7  6  

6  4  

1  7  

「安心して食べたい！」ほかの書物  

西島先生の授業を通じて  

マスコミを通じて  

人の話を通じて  

スーパー、コンビニで  

③それはどこで知りましたかについては、「よい」または「どちらとも言えない」と答えた人では「西島  

先生の本（参考書として指定）」「西島先生の講義」が多く、「悪い」イメージをもっている人は「マスコミ  

を通じて」「人の話を通じて」などであった（表3）。「よい」「悪い」のどちらの場合も、「中・高校の授業   
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で」に該当する回答はみられなかった。食品添加物に  

ついては中・高校の授業である程度学習しているもの  

と考えられる（前述）が、この調査時点で受講学生の  

イメージ（「よい」「悪い」）の判断根拠となっていた  

のは、西島の著書・講義あるいはマスコミ・口コミの  

情報が大きく影響していたといえる。   

一方、本研究対象者の農薬に対する意識の調査結果  

は以下のとおりであった。   

農薬に対するイメージは、平成17年度は「どちらと  

も言えない」31．4％、「悪い」イメージをもつ人65．7％  

であり、平成18年度は「どちらとも言えない」16．1％、  

「悪い」イメージをもつ人71．0％と、どちらかという  

と悪いイメージをもつ人が多くみられた（図2）。   

②その理由は、「体や環境に悪いイメージがあるから」「農薬に毒性があるから」などであり、「どちらと  

も言えない」と回答した人では「野菜栽培では使わざるを得ないから」「残留農薬の量によって判断される  

から」「短所と長所がある」などであった（表4）。  

表4 「農薬のイメージ」の理由（人数）  

平成17年度  平成18年度  

どちらとも言えない  

（④）  

4   

よい  

■、ざ＼亘1．う、1   

どちらとも言えない  

（④）   

よい  

二、亡堅ぎ二〕  訃
㈱
㌻
－
＝
1
1
3
2
2
－
 
 

体や環境に悪いイメージがあるから  

農薬の毒性から  

残留農薬のイメージがよくない  

化学物質や薬品のイメージがよくない  

無農薬野菜がよい食品として扱っている  

輸入野菜についてのイメージがよくない  

昧が落ちるから．おいしそうなイメージ  

残留農薬の量によって判断されるから  

長所と短所がある  

野菜栽培では、使わざるを得ないから  

人体に悪影響はない  

一
・
，
－
 
－
 
1
 
3
 
 
 ③それはどこで知ったかについては、多くの人が「マスコミを通じて」であり、その他に「中学・高校・  

大学の授業で」「家族・友人から」「農家の親戚等を通して」「自分のイメージから」などがみられた（表5）。  

「大学の授業」というのは、工学部において開講されている授業を履修した学生がいたためであるが、自  

由記述の回答には学校種の記載がなかったものが多かったため、これらをまとめて「中学・高校・大学の  

授業で」として集計した。  

表5 「農薬のイメージ」はどこで知りましたか（人数）  

平成17年度  平成18年度  

よい（①e③） どちらとも言えない（④）悪い（（粥氾））  よい（①3③） どちらとも言えない（④）悪い（⑤⑥⑦）  

マスコミを通じて  

中学・高校・大学の授業で  

農家の親戚を通して  

家族・友人から聞いた  

自分のイメージから  

八首尾、スーパーで  

この授業で  

「安心して食べたい＝ほかの事物から  

4  10  2  

2  

2  1  

2  

3  

1  

1  1   
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農薬に関する講義の行われた第7回目の授業後、授業の感想をワークシートに自由記述してもらった。  

記述された内容をみると、「農薬についての自分の中のイメージがだいぶ変わった。」「農作物を害虫から  

守る等のために農薬を使用するが、農薬は私たちの体に害を及ぼす。メリットとデメリットの両方がある  

のでとても難しい問題となっていることがよく分かった。」「あまり過剰に反応する必要はないが、多少は  

残留農薬についての知識があった方がいいと思った。農薬を使うと何でも危ないという認識を改め、農薬  

のメリットの面も考慮するべきだと感じた。」「今まで、農薬も輸入食品についても、まあ安全だろうとタ  

カをくくっていました。しかし、輸入食品のポストハーベスト農薬や、輸送・保存中に発生するカビ毒な  

ど正直恐いと思いました。厳しいチェックを行っているとどんなに言われても、実際に検疫所に行って見  

ないと実感が分からないかなとも思いました。農薬とカビ毒とどちらが本当に恐いのか・・見極めたいで  

す。」「『農薬は健康に悪いから絶対に嫌だ』という主張と、『でも、農薬の使用をやめるのは実現不可能』  

という両者の折り合いは、いったいどこでつければよいのだろうか。食に対する正しい知識、科学的な考  

え方を消費者またはマスコミが持つことによってその答えがでるのではないかと感じた。」「農薬がポジテ  

ィブリストになったことは非常にいいことだが、リスクコミュニケーションの問題が解決したわけではな  

い」など、これまで漠然と持っていたイメージが揺さぶられ、自分のこととして具体的に問題を考えよう  

とする記述が多くみられた。  

（4）課題レポートのテーマ   

第9回～第13回めの授業では、各学生が関心のあるテーマを設定して調査を実施し、レポートを作成し  

て発表と相互評価を行った。課題レポートのテーマは多様であったが、分類すると表6のようになった。  

「食品添加物」「農薬、有機農産物」「BSE」「遺伝子組換え食品」「食物アレルギー」などのほかに、「食  

品安全の制度や取り組み」や「食品表示」「食情報」に関することにも関心が向けられたことが分かる。  

12回めの授業では、8人前後のグループをつくり、グループ内で発表し意見交換を行った。その後、各  

グループで1・2名の代表者を選んで、13回めの授業では代表者によるクラス全体での発表を行った。平  

成17年の授業では学籍番号順にグループ編成をしたため、グループ内で多様なテーマの発表が行われたが、  

意見交換で問題に対する議論の深まりが少ないと思われた。そこで平成18年度は、類似のテーマでグルー  

プをつくって発表と意見交換を行わせたところ、発表内容や意見のくい違い。ズレに気づいたり、議論を  

深めたりすることができた。  

表6．課題レポートのテーマ  

件数  
分 類  平成17年度  平成18年度  

食品添加物  

農薬、有機農産物  

B S E  

遺伝子組換え食品  

食物アレルギー  

食品表示  

食品安全のための取り組み  

食生活と健康  

食情報  

その他  

12   

4   

9   

2   

3   

3   

3   

10   

3   

1  

4   

5   

5   

4   

0   

0   

了   

9   

2   

5  

合計  41  50   
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（5）授業終了後における食品の安全性等に関する知識及び意識の変化   

最終（第14回）の授業時に、食品の安全性等に関する知識や意識について質問紙による調査を行った。  

食の安全等に対する意識については授業開始時にも同じ内容の調査をしていることから、授業前後の変化  

についても検討を行った（表7）。それぞれの質問に対して、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」「ど  

ちらとも言えない」「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」の5件法で回答してもらい、「そう  

思う」（1点）から「そう思わない」（5点）まで得点化して平均値を算出した。「どちらとも言えない」が  

3点であるので、平均が3点より低いほど「そう思う」－「どちらかといえばそう思う」人が多く、平均が3  

点より高いほど「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」人が多いという ことになる。  

表7 それぞれの意見について、あなたの考えに最も近いのは  

平成17年度  平成18年度  

平均値  標準偏差  平均す直  積準偏差  

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後   

事前  
事後  

2．44  ±  1．03  

2．81 ±  1．12  

2．86  ±   1．22  

2．86  ±  1．10  

3．36  ±  1．17  

4．33  ±   0．83  

2．67  ±  1．29  

3．44  ±  1．03  

3．03  ±   1．38  

4．00  ±   0．89  

2．56  ±  1．21  

2．97  ±  1．11  

3．86  ±  1．50  

4．11  ±   1．12  

4．64  ±   0．72  

4．53  ±   0．84  

1．42  ±   0．84  

1．83  ±   0．94  

3．83  ±  1．06  

3．92  ±   0．97  

3．58  ±  1．34  

3．72  ±   0．97  

2．86  ±  1．13  

2．58  ±  1．08  

3．61  ±  1．05  

3．39  ±   0．90  

2．00  ±  1．04  

2．17  ±  1．08  

2．61  ±  1．02  

2．97  ±  1．16  

3．28  ±   0．88  

3．36  ±  1．02  

2．28  ±   0．94  

3．36  ±  1．02  

2．6了  ±  1．07  

3．06  ±  1．19  

2．53  ±  1．16  

2．81  ±   1．09  

2．59  ±  1．07  

2．91 ±   0．89  

3．50  ±  1．14  

4．19  ±   0．97  

2．38  ±  1．10  

3．53  ±  1．16  

3．03  ±   0．90  

3．97  ±   0．82  

2．34  ±   0．90  

2．8∈妄  ±   0．98  

4．41 ±   0．87  

4．31 ±   1．03  

4．78  ±   0．49  

4．66  ±   0．65  

1．78  ±  1．36  

2．19  ±  1．20  

4，19  ±   0．86  

4．09  ±   0．82  

3．了2  ±  1．11  

3．72  ±  1．17  

3．03  ±  1．12  

2．69  ±  1．06  

3．59  ±  1．07  

3．50  ±  1．05  

2．25  ±  1．11  

2．47  ±  1．29  

2．72  ±  1．05  

3．00  ±  1．05  

3．09  ±   0．93  

3．44  ±  1．08  

2．59  ±   0．91  

2．31 ±   0．97  

2．38  ±   0．98  

2．91 ±  1．06  

1．国産の食品が世界で一番安全である。  

2．国産の食品が世界で一番品質が高い。   

3．自然の物質は安全であるが、合成化学物質はみな危  

険である。  

4．天然のものは、そうでないものより安全である。   

5．微生物汚染や天然毒物汚染よりも、農薬汚染や食品  

添加物を使用することのほうが危険である。  

6．有機農産物や無農薬農産物は安全である。   

7．賞味期限を一日でも過ぎていれば食べないほうがよ  

い。  

8．食品は冷蔵庫に入れておけばずっと安全である。  

9．体に良い食品と悪い食品がある。  

10．テレビで宣伝している食品は安全である。  

11．大手メーカーの食品は安全である。   

12．国が認定している方法で作られている食品は安全で  

ある。  

13．みんなが買っている食品は安全である。   

14．牛肉偽装事件を起こした会社の製品が店頭から撤去  

され、会社が倒産したのは自業自得である。   

15．BSEが発生した欧州諸国に6ケ月以上滞在した人か  

ら献血や臓器移植を禁止したのは良いことである。   

16．園内でBS巨を発生させた責任の多くは農林水産省  

にある。   

けBSE牛を出した農家には事故に遭ったのと同じだ  

から手厚く補償したほうがよい。   

18．BSE発生後、一部の学校で牛肉を使用することを  

自粛したのはよい対応である。  

注：そう思うを1点、どちらかといえばそう思うを2点、どちらともいえないを3点、どちらかといえばそう思わないを4点、そう思わないを5点  

とし得点化した。データの分布が正規分布と見なせなかったので、対数変換を行ったのち、対応のあるt検定により事前と事後の平均値の比較を行  

った。＊：事前と事後の間に有意差あり（pく0．05）   
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「1．国産の食品が世界で一番安全である」「4．天然のものはそうでないものより安全である」「6．  

有機農産物や無農薬農産物は安全である」など、一般的にイメージとして「そう思われ」ている内容につ  

いて、授業前に3点以下であったものが、授業後には3点前後の数値に変化していた。これは、授業の中  

で、このような「思い込み」を取り上げ、研究データが示されたことにより、「そう思って」いた人たちが、  

「どちらとも言えない」の方向に認識が変化したものと考えられる。また、「3．自然の物質は安全である  

が、合成化学物質はみな危険である」「5．微生物汚染や天然毒物汚染よりも、農薬汚染や食品添加物を使  

用することのほうが危険である」については、「どちらとも言えない」「どちらかといえばそう思わない」  

が、「そう思わない」の方向に変化した。これらは本授業の講義で取り上げられた内容であり、授業を通し  

・て大学生の食の安全に対する認識がかなり変化したことが分かる。   

食品の安全等に関する知識理解については、授業で取り上げた内容に関連することがらを取り上げて  

YESかNOで回答してもらった。結果は表8に示すように、「無添加」の表示に関する質問を除いて高い正  

答率であった。  

表8 授業後における食品の安全性に関する知識の正誤（％）  

平戒17年度  平成18年度  

正答  誤答  正答  誤答  

1．「無添加」とは、食品添加物が、原材料の生産から最終加工食品完成までの全工   

程において、一切使用されていないことをいう。  
28  72  24   76  

2．食物アレルギーの例数が多いもしくはその食物成分に対するアレルギー体賢者に   

重篤な症状を引き起こす食品のうち5品目について、特定原材料等として表示が  69  

義務づけられている。  

31  100  0  

3．有機JÅS規格による「有機農産物」とは、化学的に合成された肥料および農薬の   
使用を避けることを基本として播種または植え付け前3年以上の間、堆肥等によ  69  31  79  21  

る土作りを行った圃場において生産されたものをいう。  

4．細菌性食中毒の予防の原則は、清潔・迅速・温度管理であり、わかりやすく言う  

と、付けない・増やさない・殺すである。  
83  17  76   24  

5．わが国では、遺伝子組換え食品は認可されていない。  100  0  88  12  

6．HACCPとは、原料から製造・加エ・出荷のすべてで起こりうる事故を事前に予   
測・管理することにより、安全な製品を製造するシステムをもつエ場に、農林水  81  19  

産大臣によって与えられる認証である。  

79   21  

7．トレーサビリテイ（生産履歴の追跡可能性）・システムによって、農産物や牛肉   

の、生産・流通情報を、店頭や自宅で調べることができる。  
100  0  85  15  

（6）履修目標の達成度及び授業評価アンケート   

履修目標の（1）食の安全性に関する問題の現状と課題を理解できましたかについては、受講生の91％が  

「理解できた」旨の回答であった。（2）食品の安全性評価の方法について説明できますかについては、「でき  

る」12％、「ある程度できる」60％、「あまり自信がない」15％、「できない」6％、無記入7％であった。  

（3）食の安全性をめぐるリスクコミュニケーションのあり方について、あなたの考えを述べなさい。につい  

ては、一人一人が自分なりの考えを記入することができた。記述内容を分類したところ表9のようにまと  

められた。「正確な情報を収集し、取捨選択できる力が必要」「情報開示や分かりやすい表示が必要」「消費  

者の意識を高め、行動することが大切」に分類される考えのほか、「行政のリスク管理やリスクコミュニケ  

ーションへの対応について」では、「大切なことなので、もっと盛んに行われるべき。」「安易に安全宣言を  

するのではなく、リスク分析の結果を公開すべきである。」「リスクコミュニケーションの考え方はまだ世  

間に浸透していない。私もまだ分からないことが多い。」などさまざまな意見がみられた。   

授業終了時の学生による授業評価アンケートでは、「この授業のため時間外学修をしましたか」について  

「非常に」「やや」した人は9割、「この授業の内容は理解できましたか」について「非常にそう思う」「や  

やそう思う」人が9割、「この授業で考え方・知識・技術などが向上したと思いますか」について「非常に  

そう思う」「ややそう思う」人が9割、「この授業に関する分野への興味や関心が喚起されましたか」につい   
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て「非常にそう思う」「ややそう思う」人が8割であった。また、自由記述による「良かった点」では、「添  

加物に対する誤解がとけました」「見学に行ける機会があって本当によかった」「いろいろな人と話し、意  

見が聞けたところ」「実際の商品を題材にして授業したところ」「専門家が来たこと」などが挙げられてい  

た。  

表9 履修目標3．リスクコミュニケーションのあり方についての考え（自由記述）  

人  

消費者の意識を高め、行動することが大切  

正確な情報を収集し、取捨選択できる力が必要  

情報開示や分かりやすい表示が必要  

意見交換を活発にすることが大切  

行政のリスク管理やリスクコミュニケーションヘの対応について  

その他  

5．考 察  

わが国では、平成15年に食品安全基本法を施行、内閣府に食品安全委員会が設置されて食品安全行政が  

刷新された。食品安全委員会は、科学的なデータに基づいて、食品中の物質などが人の健康に及ぼす影響  

を評価する（リスク評価）。安全性の評価ば3，14）、ある物質が健康に悪影響を及ぼす程度（強さ）と確率を  

考慮した「リスク」という考え方による。リスクとは、起こるかどうかは確かではない損失の可能性のこ  

とであり、危険（ハザード）と、それが起きる確率とを考慮したものである。リスク評価の結果を基に、  

厚生労働省や農林水産省などが国民の食生活などの状況を考慮して基準の設定や規制などの行政的な対応  

を行い（プチク管理）、また、リスクについて消費者、生産・流通事業者、行政機関などが情報を共有し、  

それぞれの立場から意見を交換する（リスクコミュニケーション）ことが重要であるとされている。この  

ように、リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーションの三要素を包含するリスクアナリシスの手  

法が導入されたが、これらの概念が広く理解されるには至っていない。   

そこで本授業では、昨今のニュースで話題になることが多く、学生の関心も高いと思われる「食の安全」  

の問題を取り上げ、リスクアナリシスやリスク評価、リスクコミュニケーションについて理解を促すため  

の学習について検討を行った。授業は、講義だけではなく学生が自ら調べ、考えをまとめて発表し、意見  

交換をすることによって白らの思考を深めていくことをねらいとした。食品安全基本法の理念に基づき、  

食品の安全性に関するリスク評価を中心とした科学的手法を理解し、TVや書籍、インターネット等を通し  

て行政やマスメディア、企業などから発信される情報を受信して知識や考えを整理するとともに、学生ど  

うしで意見交換をしながら自身の知識や考えを吟味していくように授業を計画・実施した。   

授業中に行った質問紙調査やワークシートに記述された感想などを分析したところ、以下の結果が得ら  

れた。  

（1）学生は、「ダイオキシン」「BSE」「食品添加物」「食中毒（0－157を含む）」「遺伝子組換え食品」など社  

会的な問題となり、マスコミで取り上げられた問題に関心を持っており（表1）、本授業を通して、これら  

の問題の基盤となる食品の安全性に関する考え方と基本的な知識を得ることができた（表8）と考えられ  

る。授業を受講する前と比べて「食の安全性について知りたい問題・疑問が変わった」学生が6割にのぼ  

り、「食品はいろいろな成分のかたまりである」「絶対安全な食品は無い、全く無毒のものも無い、毒物も  

微量であれば恐くない」「食品の安全性を評価する時は有毒物の量に注目すること」「食品の安全性に関す  

る情報は新聞・TV等のメディアの影響を受けやすい」など、酉島の講義が学生の思考を揺さぶったと思  

われる。また、横浜検疫所を見学し、輸入食品の検査等について具体的な説明を聞くという体験も学生の  

思考を深めることにつながった。   

履修目標の達成度についてみると、食の安全性に関する問題の現状と課題及び食品の安全性評価の方法   
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については概ね理解ができ、リスクコミュニケーションのあり方についても自分なりの考えをまとめるこ  

とができた（表9）。今後、食品の安全性評価の方法を互いに説明し合うなどの学習活動を工夫することに  

よって、さらに理解を促進することができるのではないかと考えられる。   

授業終了時の学生による授業評価アンケートでは、「授業のため時間外学修」「授業内容の理解」「考え  

方・知識・技術などの向上」「この授業に関する分野への興味や関心の喚起」について高い評価が得られ、  

見学やいろいろな人との意見交換、実際の商品を題材にしたこと、専門家の講義を聞けたことなどが良か  

ったと評価された。  

（2）授業では「食品添加物」と「農薬」について、具体的な事例をあげながらリスクとベネフィット、安  

全性確保の仕組みなどの説明がなされた。両者に対するイメ⊥ジは、食品添加物では「よい」または「ど  

ちらともいえない」が比較的多くみられたものの、農薬については「悪い」が多かった（図1・2）。   

食品添加物に対する意識に関する先行研究では、不安であるという人が8割程度という報告が多くみられ  

る15，16）。また、宮沢ら15）は、主婦・家庭科教員・女子大学生を対象にして、食品添加物についての意識調  

査を行った結果、食品添加物に不安をもつ人では情報源が「マスコミ」57．3％、「地域活動（消費者団体、  

自然食品店）」22．7％であり、不安がないと答えた人では「マスコミ」66．7％、「学校の授業」15，8％であ  

ったと報告しており、マスコミによる影響力は非常に大きいと同時に安全あるいは不安を印象づける両面  

があると指摘している。小・中・高校生の食品添加物に関する情報源についての調査17）では、小学校6年生、  

中学校3年生、高校3年生のいずれも「家人から」と「マスメディア」が多く、「学校の授業」は中学生では  

3番目ではあったが、小学生・高校生では少なかった等の報告がある。本研究の大学生においても食品添加  

物に対する関心が高かったことはマスメディアの影響が大きいと考えられるが、食品の安全性についての  

考え方や食品添加物のリスクとベネフィットに関する授業後の調査で「よい」イメージをもつ人が3～4  

割と比較的多く、その情報源が西島の著書や講義との回答が多かったことに注目したい。   

菊地18）は日本生協連がインターネットで公募したモニターを対象とした調査から、「①食品添加物の用  

途や必要性などについての認識が不十分な消費者は、食品添加物に対して否定的な意識が強い。②用途や  

必要性について的確に認識している消費者は、食品添加物に対して比較的理解がある。③安全性の考え方  

について的確な認識をしている消費者は、食品添加物に対して比較的理解があり食生活の中での位置付け  

を冷静にとらえている。」と指摘しており、本研究の受講学生では授業を通して食品添加物の用途や必要性、  

安全性の考え方についての認識が的確になり、②または③に該当する人が多かったのではないかと推察さ  

れる。本研究で得られたこれらの結果は、学校教育や市民を対象とした講習会等において、食品の安全性  

についての考え方や食品添加物のリスクとベネフィットなどに関する学習を充実することの有効性、分か  

りやすい参考書・テキストの必要性を示唆していると考える。   

一方、農薬については、使用のメリットやポジティブリスト制19）による規制について理解した上でもな  

お「悪い」イメージをもっている人が多くみられた。食品添加物の場合と異なり、農薬については使用物  

質の安全性評価や使用基準、ポジティブリスト制などの規制が整えられつつあっても、安心とは思えない、  

消費者への周知・理解（リスクコミュニケーション）が十分でない、環境問題の側面など議論の余地が大  

きいと考えられたのではないかと思われる。   

危険（安全）かどうかの評価については、「客観的・科学的な指標」の他に、リスクをどのように認識す  

るかという心理的な「主観的リスク」または「リスク認知」の問題が重要と考えられる。専門家や行政は  

「客観的・科学的な指標」に基づいて安全性を判断するが、消費者はひとりひとりの「リスク認知」によ  

って安心かどうかを判断するため、そのギャップが問題になることがある。この問題を解決できるかどう  

かは、リスクコミュニケーションにかかっている20・21）。   

Slovic22）によれば、「リスク認知」を構成する成分は、その危険が恐ろしいものであるか（dreadfu1）、  

それが未知のものであるか（unknown）、その危険を自分で回避できるかどうか（voluntary）1の3つである  

という。3成分のうち、dreadfu1とunknown（どのような危険性が、どの程度あるか）については講義等に   
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よって理解（納得）できたとしても、VOlunt封γ（その危険を自分で回避できるかどうか）に不安が残れば  

リスクは大きいと認知されるであろう一。また、「リスク認知」は、人々の性格、価値観、態度、知的水準な  

どの個人的要因、大規模な災害体験や社会・文化・歴史的な特性などの環境要因によっても影響を受ける  

ことが知られている。   

食品添加物については法規制がある程度整備され、購入時に表示を見て確認することができるのに対し  

て、農薬については消費者が確認し、納符して購入できる状況にはなっていない。現在の法規制や表示制  

度では十分な管理体制ができていないと評価する人もいるであろう。平成17年度神奈川県食の安全・安心  

モニター研修会後のアンケートにおいても、安全性について「不安を感じる理由」として、残留農薬の場  

合は「規制が不十分」36．5％（28．0％）、「監視指導が不十分」42．3％（32．7％）、「食品業者が信栢できな  

い」弧6％（54．2％）という回答が、食品添加物の場合（括弧内の数値）に比べて多かったことが報告され  

ている23）。「客観的なリスク」と心理的な「リスク認知」の間にギャップができれば、「客観的なリスク」  

で安全性を考える専門家や行政と消費者の間の構は深まり、専門家や行政が消費者を説得しようと努力を  

してもかえって不信を増幅することもある。リスクコミュニケーションにおいては、食品添加物や農薬と  

いった個々の問題について消費者の「リスク認知」の状況とその理由を調査・解析することが必要不可欠  

と思われる。   

ところで、Weinstein24）は危険の認識と自己防護行動について5段階のステージがあると考えている。  

第1ステージは、リスクの存在について学ぶか、聞いたことがあるという段階である。第2ステージに進む  

には、他人がリスクを経験する可能性がかなりあると考えることが必要である。多くの人は自分のリスク  

は他の人より低いと考える「楽観的バイアス」を持っているが、これは自己防護行動を起こすうえでの障  

害となる。第3ステージでは、その人に対してそれが脅威となることを知り、自己防護行動に関心をもつ  

ようになる。第4ステージでは、自己防護行動をとることを決意する。さらに、第5ステージの行動をと  

るためには、意思と行動の間にあるギャップを形成する障害を乗り越えることが必要である。食の安全（ま  

たは危険）に関する問題がマスメディアなどで取り上げられることによって、第Ⅰステージの無関心や第2  

ステージの楽観的バイアスの段階は比較的超えやすく、第3・第4ステージの段階に至って、不安を抱え  

たり、どうしてよいか分からない消費者が多いのではないかと考えられる。第5ステージに至るには、安全  

性やリスクとベネフィット、どうしたら防護できるか等について知識理解を深めることによって的確な認  

識と判断ができるようになり、個々人が自分の食生活の中で問題の所在を冷静にとらえ行動できるように  

なる必要がある。  

（3）食の安全性の問題を取り上げた本授業は学生の関心も高く、ゲストティーチヤーの活用や検疫所の見  

学、調べ学習の発表と意見交換などの参加型・ワークショップ型学習を通して、リスクアナリシスやリス  

ク評価の考え方に理解を促し、リスクコミュニケーションのあり方について、学生は自分なりの考えをも  

つことができるようになった。今後さらに、学生が主体的に情報収集や意見交換を繰り返すことによって、  

知識や思考力が鍛えられていくことを期待したい。このような機会や場をさらに増やしていくこと、リス  

ク認知と行動の変容について教育・心理面からのアプローチを強化することが、リスクコミュニケーショ  

ン推進に向けて重要な課題であろう。   

本授業は大学生を対象として実施したが、今後、学校教育の各段階において基礎的基本的な知識・能力  

などの学習内容や効果的な学習方法についての検討が必要である。「安全な食生活」とは、リスクを許容す  

る、リスクと妥協する食生活といえるかもしれない。食物は個人が食べるものであるから、他人の言うこ  

とを鵜呑みにするのではなく、リスクとベネフィットを考慮してリスクを許容することができるかどうか、  

すなわち自分で価値判断と意思決定ができる能力を育成することが必要である。こうした教育目標を達成  

するために有効な学習活動として、本研究で実施した体験的な学習やワークショップなどの他に、市民が  

参加して、専門家との対話や協働作業のなかでアセスメントを行ったり、結論を作成する「参加型技術評  

価法」や「コンセンサス会議」方式なども試みられている。このような問題解決型の学習については、社   
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会人や大学生ばかりでなく、′ト中・高等学校においても総合的な学習の時間等を活用して取り上げるこ  

とが期待される。   

平成18年度の本授業以降も、食の安全に関する問題は烏インフルエンザ、食品偽装問題（不二家事件、  

ミートホープ事件、輸入うなぎ事件、ブランド米事件、白い恋人（菓子）事件など）、中国製冷凍餃子への  

農薬混入事件など社会的に大きなニュースが続出している。消費者の信頼を損ない、食に対する安心を失  

わせるような事件が次々と起こるのは残念なことである。表示は、ラベルを通しての消費者とのコミュニ  

ケーションであり、虚偽の表示や改ざんなどはもってのほかである。正確な情報が速やかに公開され、冷  

静で的確な意見交換が行われるようなリスクコミュニケーションの場と方法の確立がますます求められて  

いる。  
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